
 

 

 

（案） 

委託契約書 

 

 徳島県（以下「甲」という。）と       （以下「乙」という。）とは、次の条項により契約を締結する。 

 

（定義） 

第1条 本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 「本件業務」とは、本契約に基づく住民基本台帳ネットワークシステム運用管理に関する業務をいう。 

(2) 「契約目的物」とは、乙が本契約に基づき甲に納入しなければならない物件をいう。 

(3) 「成果物等」とは、履行の過程で生じる発生品（出力帳票（磁気テープ及びフロッピーディスク等の記録媒

体を含む。））をいう。 

(4) 「原始資料」とは、本件業務のため甲が乙に提供する資料をいう。 

（目的） 

第2条 甲は、本件業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。 

2  乙は、本件業務を「住民基本台帳ネットワークシステム運用管理業務仕様書」（以下「仕様書」という。）に従っ

て実施しなければならない。 

（契約の期間） 

第3条 乙は、令和８年４月１日から令和９年３月31日までの間に本件業務を行うものとする。 

（委託料） 

第4条 委託料は、金         円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金          円）とする。 

（契約保証金） 

第5条 契約保証金は、免除する。 

（乙の責任） 

第6条 乙は、次の責任を有する。 

(1) 本件業務に関する連絡及び確認を行うための主任担当者を指名し、あらかじめ甲に書面で報告すること。 

(2) 本件業務に従事する者の所属及び氏名を記載した名簿を作成し、常備するとともに、書面で甲に提示するこ

と。記載内容に変更が生じた場合は、その都度、名簿を修正し、書面で甲に提示すること。 

(3) 全ての成果物等が第三者の著作権、特許権及びその他の権利を侵害していないことを保証すること。ただし

甲の責めに帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合を除く。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第 7 条 乙は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約の目的を、いかなる方法をもってするかを問わず、

第三者に譲渡し、承継し、一括して下請け若しくは委任し、又は担保の用に供してはならない。ただし、あらか

じめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 

（再委託の禁止） 

第 8 条 乙は、本件業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじ

め甲の書面による承諾を得て本件業務の一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでな

い。 

2 乙は、第１項ただし書の規定により、第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に本契約を履行す

るために必要な事項を守らせる責任を負うものとする。 

（業務計画書の提出） 

第9条 乙は、契約締結後、速やかに業務計画書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

（業務計画の変更） 

第 10 条 乙は、業務計画書の内容を変更しようとするときは、事前に業務変更計画書を甲に提出し、その承認を受

けなければならない。 



           

 

 

 

（検査及び監督権） 

第 11 条 甲は、必要あると認める場合には、乙の作業に対して検査及び監督権を行使し、又は第 6 条第 1 号に定め

る主任担当者に対して作業の実施に係る指示を行うことができる。 

2  乙は、前項の検査及び監督権の行使又は指示があった場合は、これに従わなければならない。 

（報告義務） 

第 12 条 乙は、甲から作業の進捗状況及び実績時間等について、報告を求められた場合には、甲が指示する方法、

時期及び内容等により、これを報告しなければならない。 

（原始資料等の提供） 

第13条 乙は、甲に対し本件業務に必要な原始資料等の提供を要求できる。 

2  甲は、乙から本件業務遂行に必要な原始資料等の提供の要求があった場合は、速やかにその是非を検討し、その

結果を乙に通知する。 

3  提供方法は、甲と乙とが協議し決定する。 

（資料の管理） 

第 14 条 乙は、原始資料及び甲から提供された本件業務に係るその他の資料（入出力帳票、ドキュメント及び記録

媒体を含む。以下「提供資料」という。）について、次項から第 7 項までに定めるところにより適正に管理しなけ

ればならない。 

2  提供資料は、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しなければならない。 

3  提供資料は、本件業務以外の用途に使用してはならない。 

4  提供資料は、甲の事前の承諾なくして、複製若しくは複写をし、又は第三者に提供してはならない。 

5  提供資料は、本件業務の作業場所以外に持ち出してはならない。 

6  提供資料が本件業務遂行上不要となった場合は、遅滞なく甲に返還し、又は事前に甲の承諾を得て廃棄しなけれ

ばならない。提供資料を廃棄する場合は、記録されている情報が判読できないよう、必要な措置を講じなければ

ならない。 

7  提供資料に個人情報が含まれている場合は、管理責任者を定めるとともに、台帳を設け個人情報の管理状況を記

録しなければならない。この場合において、甲から要求があった場合には、この台帳を甲に提出しなければなら

ない。 

（作業場所等の制限） 

第 15 条 乙は、機密保持及び業務遂行上の必要性から甲の事務所内で作業を行う必要がある場合には、甲にその所

有する作業場所及び機器等の使用を要請することができる。 

2  甲は、乙から前項の要請がありその必要性を認める場合には、使用上の条件を明示し、有償又は無償により提供

するものとする。 

3  乙は、前項により事務室等を使用する場合には、明示された条件のほか、次に定める事項を乙の従事者に遵守さ

せなければならない。 

(1) 乙の従事者は、乙の定める就業規則に従って作業に従事すること。 

(2) 乙の従事者は、乙が発行する身分証明書を常時携帯し、甲の係員から情報保護又は防犯上の必要性に基づく

要請があったときには、これを提示すること。 

(3) 乙の従事者は、法人名入りネームプレートを着用すること。 

（教育及び啓発） 

第16条 乙は、乙の従事者に対して本契約の履行に必要な教育及び啓発を行わなければならない。 

（完了報告及び完了検査） 

第 17 条 乙は、本件業務を完了したときは、契約目的物を納入するとともに、遅滞なく甲に対して委託業務完了報

告書を提出しなければならない。 

2  甲は、前項の委託業務完了報告書の提出を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に、委託業務の完了に



           

 

 

 

ついて検査を行うものとする。甲は、必要があると認めるときは、第三者に委託して検査を行うことができる。 

3  乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会うものとする。 

4  乙は、第2項の検査に立ち会わなかった場合は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 

5  第2項の検査に必要な経費は、甲と乙とが協議して決定する。 

6  甲は、必要があると認めるときは、本件業務の完了前に検査を行うことができる。第 2項後段及び前3項の規定

は、この場合について準用する。 

7  乙は、第 2項の検査の結果、不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了

を申し出て、再検査を受けなければならない。第2項の規定は、再検査の期日について準用する。 

（委託料の支払） 

第 18 条 乙は、前条第 2 項又は第 7 項に規定する検査の結果、委託業務の成果が契約内容に適合していると認めら

れたときは、甲に対して委託料の支払の請求をするものとする。 

2  甲は、前項の適法な支払の請求があったときは、これを受理した日から起算して 30 日以内に第 4 条の委託料を

乙に支払うものとする。 

（契約不適合責任及び期間） 

第 19 条 乙が作成した成果物等又は乙の作業に関して契約内容に適合しない状態がある（以下「契約不適合」とい

う。）ときは、甲は、乙に対して相当の期限を定めて、その契約不適合の修補を請求し、又は損害発生の直接の原

因となった本件業務に対する支払済代金相当額を限度として損害の賠償を請求することができる。 

2  前項の規定による契約不適合の修補及び損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から1年以内にこれを行う。 

（損害賠償） 

第 20 条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により被った損害（修補しないことによる損害を含む。）について、乙に損

害賠償を請求することができる。 

2  損害賠償額は、甲が実際に被った損害額を基に決定する。 

3  甲は、天災その他不可抗力によって生じた損害については、乙が善良なる管理者の注意義務を怠らなかったと認

める場合は、これを請求しない。 

4  本契約の履行に関し第三者の損害が生じたときは、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙は、その損害

賠償の責めを負う。 

（関係書類の整備及び保管） 

第 21 条 乙は、委託業務に係る経費を他の経費と区別して経理するとともに、その収支を明確にし、他に流用して

はならない。 

2  乙は、委託業務の関係書類を委託業務完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第22条 乙は、本契約の履行に関し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本契約終了後も、同様とする。 

2  乙は、乙の従事者に対して前項の義務を遵守させるための必要な措置を講じなければならない。 

（個人情報の保護） 

第 23 条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取扱特記事

項」を遵守しなければならない。 

（情報セキュリティ要件） 

第 24 条 乙は、この契約による事務を処理するための情報セキュリティ対策については、別記２「情報セキュリテ

ィに関する特記事項」を遵守しなければならない。 

（法令の遵守） 

第25条 乙は、法令及び甲が提示する規程等を遵守しなければならない。 

（従事者の労務管理） 

第 26 条 本件業務の遂行に係る乙の従事者に対する指示、労務管理及び安全衛生等に関する一切の指揮命令は、乙



           

 

 

 

が行うものとする。 

2  作業場所が甲の事務所内になる場合の乙の従事者に係る服務規律及び勤務規則等については、甲と乙とが協議の

上決定する。ただし、この場合にあっても、本件業務の遂行に係る乙の従事者に対する指揮命令は、乙が行う。 

（事故等の報告） 

第 27 条 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責のい

かんを問わず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく事故の内容及び数量並びに

事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を甲に提出し、その指示に従わなけれ

ばならない。 

2  前項の事故が個人情報の漏えい、滅失又は毀損に係るものである場合は、前項の報告書に、漏えいし、滅失し、

又は毀損した個人情報の項目、内容及び数量を記載しなければならない。 

（危険負担） 

第 28 条 契約目的物の引渡し前に契約目的物に滅失又は毀損が生じた場合は、甲の責めに帰すべき場合を除き、そ

の滅失又は毀損に係る損害については、乙の負担とし、甲はこの契約を解除することができる。 

2  契約目的物の引渡し後に契約目的物に滅失又は毀損が生じた場合は、乙の責めに帰すべき場合を除き、その滅失

又は毀損に係る損害については、甲の負担とする。 

（成果物等の帰属） 

第 29 条 成果物等は、甲の所有とし、乙が複写、複製、抜粋その他の方法により他の利用に供する場合は、あらか

じめ甲の承認を受けなければならない。 

（契約内容の変更等） 

第 30 条 甲は、本契約の内容を変更する必要が生じた場合は、乙に遅滞なく連絡し、甲乙協議の上、本契約を変更

することができる。この場合において、委託料、委託期間又は重要な委託業務内容を変更する必要があるときは、

甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

（甲の解除権） 

第 31 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときには、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができ

る。 

(1) 重大な過失又は背信行為があったとき。 

(2) 支払の停止があったとき又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続の開始、会社更正手続の開始、会社

整理の開始若しくは特別清算開始の申立てを受けたとき。 

(3) 銀行取引を停止されたとき。 

(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき。 

(6) 乙が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第2条第 2号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

るとき、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。 

2  甲又は乙は、相手方の債務不履行が催告後 1か月を過ぎても是正されないときは、本契約を解除することができ

る。 

3  甲は、契約期間中いつでも契約を解除することができる。ただし、この場合においては、乙は、甲に対し、それ

によって被る損害について、本契約金額を限度とし損害賠償を請求することができる。 

（合意管轄） 

第32条 本契約に関し訴訟が生じた場合には、徳島地方裁判所を専属管轄裁判所とする。 

（協議） 

第 33 条 この契約に定めのない事項又は契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議してこ

れを定めるものとする。 



           

 

 

 

 

 

  この契約の締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。 

 ただし、本書を電磁的記録で作成する場合は、甲乙両者が電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。 

 

    令和   年  月   日 

 

 

        甲 委託者 徳島県 

                    徳島県知事         後 藤 田  正  純 

 

 

                     

        乙 受託者  

 

 

 

 



別記１ 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情

報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵

害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用して

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

 （収集の制限） 

第３条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、その事務の目的を明確にし、

当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により収集しなければならない。 

 

 （適正管理） 

第４条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人

情報の安全な管理のために必要かつ適正な措置を講じなければならない。 

 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第５条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三

者に提供してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第６条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製

してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでない。 

 

 （再委託の禁止） 

第７条 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務については、第三者に委託してはならない。ただし、甲が承

諾したときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書により再委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）するときは、再委託先にこの契約に基

づく個人情報の取扱いに関する一切の義務と同等の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について再委託先と

連携してその責任を負うものとする。 

 

 （資料等の返還又は廃棄） 

第８条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報

が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示し

たときはその指示に従うものとする。 

 

 （従事者への周知） 

第９条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得

た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な



事項を周知させなければならない。 

 

 （調査） 

第１０条 甲は、乙及び再委託先がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、

随時調査することができる。 

 

 （事故報告） 

第１１条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告

し、甲の指示に従うものとする。 



別記２ 

情報セキュリティに関する特記事項 

 
（基本的事項） 
第１ 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、徳島県情報セキュリティポリ
シーを遵守し、情報セキュリティ対策を適正に実施しなければならない。 

 
（管理体制） 
第２ 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報資産の管理に関する責任者及び担当
者、作業者の所属並びに委託内容を明確にしておかなければならない。 

 
（従事者等の特定）  
第３ 乙は、この契約による業務を行う従事者及び作業範囲を特定し、着手前に書面により甲へ提出しなければならない。  
２ 乙は、この契約による業務を行う従事者が情報資産を管理する甲の執務室等に出入りする場合は、個人を特定できる身
分証明書等を第三者が目視できるよう携帯させなければならない。 

 
（作業場所の特定） 
第４ 乙は、情報資産の紛失等を防止するため、この契約による業務を処理するに当たっては、その作業の場所を特定して
おかなければならない。 

 
（サービスレベルの保証）  
第５ 乙は、甲が提示する品質及びセキュリティレベルを満たす業務を提供しなければならない。  
２ 乙は、情報システムを実際に運用する者の現状・課題を加味し、セキュリティと利便性の両立を可能とする、実務と調和し
たセキュリティ対策を講じなければならない。 
 
(情報資産の種類と範囲、アクセス方法） 
第６ 乙は、この契約によりアクセスを許可された情報の種類と範囲、アクセス方法を遵守しなければならない。 
 
（業務従事者への周知及び教育） 
第７ 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知するとともに、継
続的に教育しなければならない。 

 
（目的外利用及び提供の禁止） 
第８ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された情報を、当該業務の目的以外の目的のために利用し、
又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限りでない。 

 
（情報の適正な管理） 
第９ 乙は、この契約による業務を処理するために知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな
らない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 
（再委託の禁止） 
第１０ 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の
書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 
（情報資産の返却及び廃棄） 
第１１ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された
記録媒体は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指
示に従うものとする。 

 
（報告） 
第１２ 甲は、この契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュリティ対策の状況につい
て、定期的に報告を求めることができる。 

２ 乙は、情報資産に対する侵害が発生した場合又は侵害のおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従
うものとする。 

 
（監査及び検査） 
第１３ 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュリティ対策の状況につ
いて、随時監査又は検査を実施することができる。 

 
（情報セキュリティインシデントの公表） 
第１４ 甲は、この契約による業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は、必要に応じ、当該情報セキュリテ
ィインシデントを公表することとする。 



 
（契約解除及び損害賠償） 
第１５ 甲は、乙がこの特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 
 
（ポリシー改定時の対応）  
第１６ 甲は、セキュリティポリシーに改定等を行う場合は、適宜、乙に改定等の内容を情報提供しなければならない。  
２ 乙は、契約締結後にセキュリティポリシーの改定等がなされた場合は、速やかに、改定等後の内容を適用するよう努めな
ければならない。 

 


